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論文の要旨

（本論文の趣旨）

本論文は 「法の価値／不法の反価値(Rechtswert/ U nrechtsunwert)」というカギ概

念を手掛かりとして、 刑事不法の基礎理論を提唱するものである。 その目的は、 「不法

反価値」研究の方法論を提示することにより 、 「違法論」の実践的意義を少しでも高め

ることにある。 すなわち本稿 は、刑事「法制度」と い う大きな枠組みのなかで違法論が

有意義に機能し得るように、 ここへ価値判断の検証可能性を導入しようと 試み たもの

（まさに序論）である。

（本論文の目次と構成）

序論 一 本稿の問題意識

第一章 「 広義の違法論」の 意義 ー 歴史的考察

第二章本稿の研究対象 ー 不法の反価値

第二章違法性と不法（反価値）を区別する意義

第四章法的評価の相対性と矛盾を区別する意義

第五章 客観的価値判断の方法（試論）

第六章刑事不法における公正価値の侵害

第七章民事不法と刑事不法の異同

結びにかえて

本論文は大きく分けて4つのパートにより構成されている。

1. 序論 お よび結びにかえての部分では、 「本稿 の間題 意識」、本稿の主張内容とそ の成

果の まとめ、そして今後の研究課題を示している。 特に、 序論においては、違法論にと

って必要不可欠な法価値研究について大ま かに説明している。 一般的に、価値研究には

二通りの アプロゥチがある。 すなわち 、 哲学的 アプロウチと実証的アプロウチである。

序論では、従来の違法論が哲学的アプロウチに偏り、 もっぱら法律概念の分析に力を注

いできた傾向が指摘される。それとと もに、い くつかの例【解釈手法の選択（目的解釈、

文言解釈のどちらを優先すべきか）、悪法間題の 解決法（アィヒマン裁判）、法律が未整
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